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令和７年度佐井村ブルーカーボン推進事業業務委託に係るプロポーザル 質問回答書 

番号 項  目 質  問  事  項 回  答  事  項 

１ 

 

 

 

 

 

４．参加資格要件 

 

 

・業務実績を証明するため、TECRISカルテなどは添付するの

でしょうか？ 

・プロポーザル実施要領「４．参加資格要件 （６）」で示す 

過去の業務実績は、提出書類「会社概要書（様式第２号）」 

に明記することになりますが、それを証明するための 

TECRISカルテなどの添付までは求めません。ただし、プロ 

ポーザル実施要領「１３．参加事業者の失格事項（２）」で 

示すように、提出書類に虚偽の記載があった場合は、失格 

となりますので、ご留意ください。 

２ ５．提出書類及び 

部数 

 

 

 

 

 

 

 

 

・ＪＶ（共同企業体）として応募する場合の提出書類につい 

て、ＪＶ（共同企業体）として応募する場合、見積や実施 

体制はじめ、参加表明書や会社概要書などは、１つの様式 

に複数企業を併せて記載することで問題ないでしょうか。 

 

・ＪＶ（共同企業体）として応募する場合の各提出書類の記 

載方法は、以下のとおりです。 

〔参加表明書（様式第１号）〕 

 ⅰ．一つの様式の中で、「住所、商号又は名称、代表者氏 

名」欄にＪＶを構成する事業者をそれぞれ記入する。 

  ⅱ．「連絡先」欄には、ＪＶを構成する代表事業者の担 

当者所属・氏名・連絡先を記入する。 

〔会社概要書（様式第２号）〕 

  ⅰ．ＪＶを構成する事業者毎に作成する。 

〔業務実施体制届（様式第３号）〕 

  ⅰ．ＪＶを構成するそれぞれの事業者の役割を一つの様 

式の中で明示する。 

〔見積書（様式任意）〕 

  ⅰ．ＪＶを構成する代表事業者が見積書を作成して提出 

する。 
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番号 項  目 質  問  事  項 回  答  事  項 

３ 

 

 

 

 

業務委託仕様書 ・本業務の対象地域は、「佐井漁港」になりますでしょうか？ 

それとも、佐井村沿岸域一帯でしょうか。 

 

・業務の対象地域は、佐井村ブルーカーボン推進事業業務委 

託仕様書の「６．業務の内容 （１）現状把握及び分析 １ 

－１既存情報による藻場の状況把握」で明記しているよう 

既存資料の整理結果を踏まえ、調査箇所の選定を行うこと 

としていることから、村沿岸域一帯ではなく、特定の地域 

を対象として実施することを想定しています。 

４ 

 

 

 

業務委託仕様書 

 

【専門家ヒアリング】 

 本村海域の状況や磯焼け対策に詳しい専門家などからヒ

アリングとなっていますが、佐井村で既に念頭に置いている

専門家はいますか、また、何名くらいの専門家を想定してい

ますか。 

 

・本村で念頭に置いている専門家はいません。 

・ヒアリングを実施する専門家は２～３名を想定していま 

す。 

 

  

【漁協との関係】 

弊社は、佐井村漁協との関係はこれまでございませんが、 

採択された場合、その関係構築を佐井村役場において、ご調

整いただけますでしょうか。 

 

・事業実施にあたっては、村だけでなく佐井村漁協の協力体 

制のもとで実施することになっていますので、その辺のご 

心配はいりません。 

  

【食害生物の把握調査について】 

青森県の磯焼けではウニ類の食害が大きいかと思います 

が、ウニの資源量に関して、自治体等で定期的な潜水調査に

よる確認を行っていますでしょうか。 

 また佐井村ではウニの移植による雑海藻を除去してコン

ブ等の有用な海藻を繁茂させる管理などは行われています

でしょうか、 

 

・ウニの資源量調査を主とした事業ではありませんが、定期 

的に潜水調査を行い、磯焼け箇所のウニの駆除を行い、海 

藻の再生状況の確認は行っています。 

・過去に磯焼け対策として、投石事業を行ったことはありま 

すが、お問合せのような海藻を繁茂させる管理などは行っ 

ていません。 

  
【食品利用と見据えた海藻類の試験増殖について】 

自治体や県の試験場等で海藻の生育状況や食害の発生状 

 

・海藻の増殖に関するデータを取得するような試験増殖は 
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番号 項  目 質  問  事  項 回  答  事  項 

況等の確認を行うような、海藻の増殖に関するデータを取得

する等の試験増殖は行っていますでしょうか。 

行っていません。 

 


